
5-1 経営革新・創業促進

当初予算（ａ）

補正予算（ｂ）

繰越し等（ｃ）

合計（ａ+ｂ+ｃ）

基準値 目標値 達成

24年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和2年度

70万社 859,753社 923,037社 954,546社 990,983社 測定中

2020年まで
に黒字中小
企業・小規
模事業者を
70万社から
140万社に
増やす

- - - - -

基準値 目標値 達成

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

開業率
4.9%

開業率
5.2%

開業率
5.6%

開業率
5.6%

測定中

- - - - -

達成

基準値

- 29年Ⅰ期 29年Ⅱ期 29年Ⅲ期 29年Ⅳ期 30年Ⅰ期 30年Ⅱ期 30年Ⅲ期

- 5 7 9 11 11 11 12

基準値

- 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度

- 10,536 9,543 8,684 8,381 8,367 8,111 -

131,479 -

達成すべき目標
・中小企業・小規模事業者による技術開発や販路開拓等を促進し、2020年までに黒字企業を倍増させる。
・創業支援等を通じて将来の開・廃業率１０％を目指す。
・中小企業・小規模事業者に対する経営支援体制の強化を推進する。

施策の予算額、執行額
等

区分 28年度 29年度 30年度 令和元年度

193,249執行額（百万円） 148,004 134,046

施策の概要
中小企業・小規模事業者に対するきめ細かな経営支援体制の強化、技術開発や販路開拓の促進等により中小企業の経営革新・創業
の促進を図る。

42,116 41,255 52,608

予算の
状況

（百万円）

42,957

107,118 171,925

13,811 ▲ 64,620 52,761

163,886 149,421 225,495

平成３０年度実施施策に係る政策評価書
（経済産業省30-5-1）

政策名 5　中小企業・地域経済 施策名

目標値

よろず支援拠点から提案された解決策を実行した事業者のうち、
成果があった事業者の割合は64.7％。

平成30年度

施策に関係する内閣の重要
政策（施政方針演説等のう
ち主なもの）

「日本再興戦略」改訂2014（平成26年6月24日閣議決定）、「日本再興戦略」改訂2015（平成27年6月30日閣議決定）、「日本再興戦略
2016」「経済財政運営と改革の基本方針2016」「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年6月2日閣議決定）、「働き方改革実行計画」（平
成29年3月28日働き方改革実現会議決定）、「経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた生産性向上～」（平成29
年6月9日閣議決定）、「未来投資戦略2017」（平成29年6月9日閣議決定）、「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月8日閣議決
定）、「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年6月15日閣議決定）、「未来投資戦略2018」（平成30年6月15日閣議決定）

未達成

よろず支援拠点から提案
された解決策を実行した
事業者のうち、成果が
あった事業者の割合が
65％になることを目指す

実績値

測定指標

1

施策の進捗状況（実績）

－

年度ごとの目標値

開業率が廃
業率を上回
る状態にし、
開・廃業率
10%台を目
指す

開業率・廃業率

実績値

－

年度ごとの目標値

黒字中小企業・小規模事
業者数

実績値

2
東京商工リサーチによる
企業倒産件数（中小企業

計）

実績値
参考指標

1
日銀短観における中小企

業の業況判断DI

2

3 経営支援体制の強化



施策の分析

担当部局名 中小企業庁長官官房総務課 政策評価実施時期 令和元年8月

・「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた施策を講じるとともに、黒字中小企業・小規模事
業や開業率・廃業率の増加に向けた関係施策を実施する。
・また、中小企業の経営支援体制の強化を図るため、中小企業・小規模事業者の相談にワンストップで対応する都道府県ごとの相談窓
口「よろず支援拠点」に関して、コーディネーターの増員・能力向上による相談機能の充実、サテライト拠点の設置等による利便性の向
上を図る。

政策評価を行う過程に
おいて使用した資料そ
の他の情報

中小企業白書（経済産業省）、全国企業倒産状況（東京商工リサーチ）、全国企業短期経済観測調査（日本銀行）、会社標本調査（国税
庁）

評
価
結
果

目標達成度合い
の測定結果

（各行政機関共通区分） 相当程度進展あり

（判断根拠）

黒字中小企業・小規模事業者の増加に向けた様々な施策を着実に実施しており、30年度実績が測定中と
なっているものの、黒字の事業者数は着実に増加してきている。

開業率・廃業率については、30年度実績が測定中となっているものの、開業率は上昇傾向で推移してい
る。また、創業支援事業計画の認定件数（28年度末：1,133件、29年度末：1,234件、30年度末：1,267件）、
認定特定創業支援事業を受けて創業した者の数も増加傾向にある。

経営支援体制の強化については、30年度目標値は未達成であったものの、昨年度実績よりも増加してお
り、よろず支援拠点の相談対応件数（28年度188,364件、29年度201,648件、30年度261,598件）、来訪者
数（28年度98,176者、29年度104,432者、30年度124,448者）も年々増加し、かつ顧客満足度も昨年度を上
回る約94％（30年度実績）となる等、中小企業者等から高い評価を得ている。今後はさらに、成果が上
がった事象者の割合を上昇させるため、よろず支援拠点への相談後の成果の確認や課題解決のための
フォローアップ等を重点的に取り組むこととしており、今後も着実に実績が増加することが見込まれてい
る。

上記3指標について、目標達成に向けて、着実に実績が上がっており、かつ今後も実績が増加することが
見込まれていることから、相当程度進展ありとした。

・我が国の中小企業・小規模事業者は、地域の経済と雇用を支える重要な存在であり、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援
し、稼ぐ力を強化（経営強化）することにより、黒字となる中小企業・小規模事業者を増加させていくことが重要。このため、中小企業・小
規模事業者、サービス産業の現場の付加価値生産性を抜本的に向上させるための投資やイノベーションの促進支援、金融機能の活用
や一貫した支援体制の構築を通じた生産性向上の取組や円滑な事業再生・事業承継、適切な新陳代謝の促進支援を実施。また、平成
30年2月9日に閣議決定した「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」において「中小企業等経営強化法」の改正を行い、中小企
業等の経営強化に関する基本方針および事業分野別指針の見直しを行った。同指針に沿って事業者が作成する「経営力向上計画」
は、平成31年3月31日時点において、84,666件を認定。

・産業の新陳代謝を促し、開業率・廃業率を欧米並みとなる10％台を目指すためには、地域の創業を促進させることが重要。このため、
産業競争力強化法に基づき、市区町村が民間の創業支援事業者と連携して創業支援に取り組む事業計画の認定を行い、創業者に対
して補助金の交付、信用保証の拡充、税制等による支援を行った。創業を支援する創業支援事業者に対する補助金については、事務
局を中小機構が担い実施しており、中小機構の創業支援のノウハウの横展開などを行い、創業支援事業者が効果的に創業者を生み
出す支援をしている。

・中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題に対応するワンストップ相談窓口として、各都道府県に「よろず支援拠点」を設置
し、一歩踏み込んだ専門的な助言を行うとともに、特に高度・専門的な経営課題に対しては専門家の派遣を実施した。

次期目標等への
反映の方向性

学識経験を有する者の
知見の活用

政策評価のあり方を検討する場として、「政策評価懇談会」を設置。その議論を踏まえて省としての政策評価体系や評価の在り方を決
定。
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